
 令和６年分の年末調整事務は、税制改正により、定額減税が導⼊されたため、従来の年末調整事務
に加えて、定額減税に伴う事務が必要となります。
 つきましては、源泉徴収義務者（給与⽀払事務担当者）が速やかに年末調整事務に取組めるように
下記の通り説明会を⾏いますので、是非ご参加ください。
 尚、資料等の準備の都合がありますので、ご参加の⽅は各開催日の１週間前までに下記申込書を
FAXにてご送付くださいますようお願いいたします。

会 場 一 宮 会 場

１１／１３（水）
日 時 ①１０︓００ 〜 １２︓００ 

②１４︓００ 〜 １６︓００ 

尾張一宮駅前ビル（ｉ－ビル）
２Ｆ 大会議室

定 員  各８０名

講 師 一宮税務署 法人課税第五部門 源泉所得税担当官      

※ 定員に達した場合は、FAX受領後速やかにご連絡をさせていただきます。
※ 一宮会場（i－ビル）には有料駐⾞場しかありません。駐⾞料⾦は各⾃ご負担でお願いいたします。
※ 説明会終了後、税務署からお知らせ（スマホによる確定申告など）を予定しています。

（公社）一宮法人会 ＦＡＸ 0586-73-5665

１１／１３（水） ① １０︓００       名

１１／１３（水） ② １４︓００       名

稲沢会場 １１／ 8（⾦）   １４︓００       名

法 人 名

電話番号

一宮法人会主催「年末調整説明会」のご案内

会 場

稲 沢 会 場

１１／8（⾦）

名古屋⽂理大学⽂化フォーラム
(稲沢市⺠会館) ⼩ホール

会 場 日 時 参加人数

一宮会場

１４︓００ 〜 １６︓００ 

参 加 申 込 書

８０名

持ち物等
※当日の資料については、会場へ準備させていただきます。
※会場には、扶養控除等申告書などの年末調整関係書類（⽤紙）は⽤意してお
りません。ご了承の程お願いいたします。


